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戸塚区品濃町最終処分場の埋立状況と経緯 資料１

(m3) H15.9本市測量約91万ｍ３ (m3)

90万 90万
埋立容量（届出又は許可容量） 12.10三興測量約85万ｍ３

H9.1三興測量約65万ｍ３

推定埋立量

50万 50万
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横浜新道側道設置に伴う収用調整

Ａ S61.9.5　 　施設設置届出（埋立容量27万ｍ３） 本件場所に管理型最終処分場を設置する旨の届出書を提出⇒埋立容量 271,520m
3
（埋立面積 18,767ｍ

２
)

Ｂ S62.4.23　　埋立処理業許可 取得済の収集運搬業や処分（選別）に加えて、最終処分（埋立）の許可を取得。

Ｃ H4.5.25　 　施設変更届出（埋立容量52万ｍ３） 既設最終処分場の埋立容量等の拡大に伴う施設変更届出を提出⇒埋立容量 515,139m
3
（埋立面積 21,386ｍ

２
)に変更。

Ｄ
H7.5.12 から  指示書交付
H9.　まで

平成7年4月以降、埋立廃棄物の高さを計画高さまで下げるよう現場立入時に指導してきたが改善が見られないため、文書による指示を実施した。（計５回）

Ｅ H9.2.24     処理業廃止届 最終処分場埋立終了のため、最終処分業の廃止届出書を提出。

Ｆ H9.2.24 　　第1回措置命令 事業者が埋立容量を測量した結果、許可容量を超過していることが判明（Ｈ９年１月）。産業廃棄物を過大に処分し積み上げている状態の原状回復措置を命令。

Ｇ H9.12.25　　変更許可（埋立容量67万ｍ３） 横浜新道側道設置に伴う埋立区域の変更等により施設の変更許可申請が出され、これを許可⇒埋立容量 674,252m
3
（埋立面積　23,899ｍ

２
)

Ｈ H9.12.25　　第2回措置命令 第1回措置命令に対し、横浜新道側道設置計画との調整等に時間を要したものの命令事項が履行されていなかったため、再度履行期限を定めて原状回復措置を命令。

Ｉ H10.6.29　　処理業許可 施設の変更許可により廃棄物の受け入れが可能となったとのことで処分業（最終処分）の許可申請が出され、これを許可⇒受入容量を限定。

Ｊ H11.6.24　　軽微変更届出（埋立容量74万ｍ３） 軽微変更届出が提出され、埋立容量が738,502ｍ
３
まで拡大された。（埋立面積 25,914ｍ

２
）

Ｋ
H11.9. から   指示書交付
H12.12.  まで

修景作業及び搬入抑制について文書指導（１２回）

Ｌ H12.12.15 　第1回事業停止命令 許可容量を超えて埋立を行ったため、24日間若しくは埋立容量がが施設容量以下となったことを市が確認した日まで事業停止を命じた。

Ｍ H12.12.27   第1回改善命令 嵩下げ作業による悪臭が処分場外に発散しないような措置を講じることを命じた。

Ｎ H13.3.23    第3回措置命令 廃棄物の飛散、過剰埋立による法面崩落・流出防止、浸出液による地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じることを命じた。

Ｏ H13.3.23    第2回事業停止命令 第1回事業停止命令の停止期間経過後の測量で容量超過が解消されていないことが判明したため、180日間の事業停止を命じた。

Ｐ H13.9.21    第3回事業停止命令 第2回事業停止命令で命令理由（埋立廃棄物量が許可容量を超過）が解消されていないため、60日間の事業停止を命じた。

Ｑ H13.11.20   第4回事業停止命令 第3回事業停止命令で命令理由（埋立廃棄物量が許可容量を超過）が解消されていないため、90日間の事業停止を命じた。

Ｒ H14.1.16    許可取消 第3回措置命令事項が履行期限までに完遂されておらず、措置命令に違反したことからすべての処理業の許可を取り消した。

Ｓ H14.4.23～   Ｇ社が３回目措置命令を代行
　H15.10.30

G社が措置命令の履行等を目的として設立され、第３回措置命令の内容の一部を代行。（水処理については、現在も代行）

Ｔ H16.2.1 　　水質検査 処分場下流の公共水路の水質検査（2回目を4.14）を実施。BOD等有機性汚濁とホウ素が環境基準を超過

Ｕ H17.3.18    下水道仮接続工事 公共水路で水質汚濁が確認されたため、上流部の排水を下水道に仮接続する工事を実施。

Ｖ H17.7.22　　刑事告発 法人及び元役員１名を廃棄物処理法（第15条の2の4：変更の許可等）違反で刑事告発した。

Ｗ H17.7.26    第４回措置命令 元役員４名に対して第3回措置命令と同じ内容で必要な措置を講じることを命じた。
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施設容量以下となったことを市が確認した日まで事業停止を命じた。
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